様式第１０号その１１（別表関係）
脱炭素先行地域づくり事業費補助金実績報告書・個票
【太陽光発電設備の系統接続】
	[bookmark: _Hlk196896689]（申請者）
	氏名・名称
	
	□ 法人（名称・代表者の職・氏名）
□ 個人（氏名）


	



	設置場所
	□住所表示　□地番
小田原市

	発電した電力の供給を受ける施設等所在地
	□住所表示　□地番
小田原市

	事業着手日（契約日又は着工日のいずれか早い方）
	
	年
	
	月
	
	日

	事業完了日（納品日又は支払日のいずれか遅い方）
	
	年
	
	月
	
	日

	導入方法
	自己所有
	・
	リース
	・
	ＰＰＡ

	太陽光発電設備に係る補助メニュー
	□
	(1) 自家消費型太陽光発電設備

	
	□
	(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備

	
	□
	(3) ＥＶ宿場町用太陽光発電設備

	太陽電池モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力の合計値(A)
	
	kW

	パワーコンディショナーの定格規格の合計値(B)
	
	kW

	(A)と(B)のいずれか低い方
	
	kW

	連携している地産再エネ集約事業者
	

	系統接続費用（税込）
	
	円

	系統接続費用（税抜）
	
	円

	補助対象事業費（税抜）(C)
	
	円

	補助金実績額
(C)×2/3
※千円未満切捨て
	
	千円

	（以下は契約形態がリースであるときのみ記載）

	補助金充当前のリース料等の総額(税抜)(D)
	
	円

	補助金充当後のリース料等の総額（税抜）(E)
	
	円

	差額(D)-(E)
	
	円

	（以下は契約形態がＰＰＡであるときのみ記載）

	PPA契約期間における総電力供給想定量(F)
	
	kWh

	補助金充当前のサービス単価(G)
	
	円/kWh

	補助金充当後のサービス単価(H)
	
	円/kWh

	サービス控除料(F)×(G-H)
	
	円



【チェックリスト】
（系統接続）
	□
	令和６年（2024年）３月１日以降に(2)余剰再エネ供給型太陽光発電設備及び(3)ＥＶ宿場町用太陽光発電設備の交付決定を受けて整備された又は整備中の太陽光発電設備を系統に接続するために一般送配電事業者が行う工事に対して負担する事業であること。

	□
	系統接続費用は、送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器及び系統設備に対する工事費負担金（1.35万円/kWを上限とする）の合計であること。また、ソーラーカーポートを導入する場合は、当該整備費用とあわせて、交付対象事業費が３億円以下であること。



